
千
葉
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
□
令
和
五
年
千
葉
県
規
則
第
四
十
六
号
□ 

○
千
葉
県
県
税
条
例
施
行
規
則
□
平
成
十
九
年
千
葉
県
規
則
第
三
十
七
号
□ 

新
旧
対
照
表 

改
正
後 

改
正
前 

第
十
九
条 

法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
□
そ
れ

ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

第
十
九
条 

法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
□
そ
れ

ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

 

書
類 

様
式
番
号 

 
 

書
類 

様
式
番
号 

 

 

書
類
の
種
類 

根
拠
条
項 

 
 

書
類
の
種
類 

根
拠
条
項 

 

 

一 

仮
装
経
理
に
基
づ
く
過
大

申
告
の
場
合
の
更
正
に
伴
う

法
人
県
民
税
額
・
事
業
税

額
・
特
別
法
人
事
業
税
額
の

還
付
請
求
書 

法
第
五
十
三
条
第
五
十
七
項
及

び
第
七
十
二
条
の
二
十
四
の
十

第
六
項 

別
記
第
五
十
三

号
様
式
の
二 

 
 

一 

仮
装
経
理
に
基
づ
く
過
大

申
告
の
場
合
の
更
正
に
伴
う

法
人
県
民
税
額
・
事
業
税

額
・
特
別
法
人
事
業
税
額
の

還
付
請
求
書 

法
第
五
十
三
条
第
五
十
七
項
及

び
第
七
十
二
条
の
二
十
四
の
十

第
六
項 

別
記
第
五
十
三

号
様
式
の
二 

 

 

二 

仮
装
経
理
に
基
づ
く
過
大

申
告
の
場
合
の
更
正
に
伴
う

法
人
県
民
税
額
・
事
業
税

額
・
特
別
法
人
事
業
税
額
の

還
付
請
求
棄
却
通
知
書 

法
第
五
十
三
条
第
五
十
八
項
及

び
第
七
十
二
条
の
二
十
四
の
十

第
七
項 

別
記
第
五
十
三

号
様
式
の
三 

 
 

二 

仮
装
経
理
に
基
づ
く
過
大

申
告
の
場
合
の
更
正
に
伴
う

法
人
県
民
税
額
・
事
業
税

額
・
特
別
法
人
事
業
税
額
の

還
付
請
求
棄
却
通
知
書 

法
第
五
十
三
条
第
五
十
八
項
及

び
第
七
十
二
条
の
二
十
四
の
十

第
七
項 

別
記
第
五
十
三

号
様
式
の
三 

 

 

三 

法
人
税
・
法
人
事
業
税
・

特
別
法
人
事
業
税
に
係
る
申

告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
等

に
関
す
る
通
知
書 

法
第
五
十
三
条
第
六
十
二
項
及

び
政
令
第
二
十
四
条
の
三
第
六

項
□
政
令
第
二
十
四
条
の
四
第

八
項
□
第
二
十
四
条
の
四
の

二
□
第
二
十
四
条
の
四
の
三
第

三
項
及
び
第
二
十
四
条
の
五
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
□
□ 

別
記
第
五
十
四

号
様
式 

 
 

三 

法
人
税
・
法
人
事
業
税
・

特
別
法
人
事
業
税
に
係
る
申

告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
等

に
関
す
る
通
知
書 

法
第
五
十
三
条
第
六
十
二
項
及

び
政
令
第
二
十
四
条
の
三
第
六

項
□
政
令
第
二
十
四
条
の
四
第

八
項
□
第
二
十
四
条
の
四
の

二
□
第
二
十
四
条
の
四
の
三
第

三
項
及
び
第
二
十
四
条
の
五
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
□
□ 

別
記
第
五
十
四

号
様
式 

 

 

四 

法
人
税
に
係
る
申
告
書
の

提
出
期
限
の
延
長
等
に
関
す

る
通
知
書 

法
第
五
十
三
条
第
六
十
三
項 

別
記
第
五
十
五

号
様
式 

 
 

四 

法
人
税
に
係
る
申
告
書
の

提
出
期
限
の
延
長
等
に
関
す

る
通
知
書 

法
第
五
十
三
条
第
六
十
三
項 

別
記
第
五
十
五

号
様
式 

 

 

五 

地
方
税
関
係
手
続
用
電
子

情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
告

が
困
難
で
あ
る
場
合
の
特
例

の
申
請
□
取
り
や
め
の
届

法
第
五
十
三
条
第
六
十
九
項
前

段
及
び
第
七
十
六
項
並
び
に
第

七
十
二
条
の
三
十
二
の
二
第
一

項
前
段
及
び
第
八
項 

別
記
第
五
十
五

号
様
式
の
二 

 
 

五 

地
方
税
関
係
手
続
用
電
子

情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
告

が
困
難
で
あ
る
場
合
の
特
例

の
申
請
□
取
り
や
め
の
届

法
第
五
十
三
条
第
六
十
九
項
前

段
及
び
第
七
十
六
項
並
び
に
第

七
十
二
条
の
三
十
二
の
二
第
一

項
前
段
及
び
第
八
項 

別
記
第
五
十
五

号
様
式
の
二 
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出
□
書 

出
□
書 

 
六 

地
方
税
関
係
手
続
用
電
子

情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
告

が
困
難
で
あ
る
場
合
の
特
例

の
承
認
等
通
知
書 

法
第
五
十
三
条
第
七
十
二
項
及

び
第
七
十
五
項
並
び
に
第
七
十

二
条
の
三
十
二
の
二
第
四
項
及

び
第
七
項 

別
記
第
五
十
五

号
様
式
の
三 

 
 

六 

地
方
税
関
係
手
続
用
電
子

情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
告

が
困
難
で
あ
る
場
合
の
特
例

の
承
認
等
通
知
書 

法
第
五
十
三
条
第
七
十
二
項
及

び
第
七
十
五
項
並
び
に
第
七
十

二
条
の
三
十
二
の
二
第
四
項
及

び
第
七
項 

別
記
第
五
十
五

号
様
式
の
三 

 

 

七 

法
人
県
民
税
・
事
業
税
・

特
別
法
人
事
業
税
更
正
・
決

定
・
加
算
金
決
定
通
知
書 

法
第
五
十
五
条
第
四
項
□
第
七

十
二
条
の
四
十
二
□
第
七
十
二

条
の
四
十
六
第
七
項
及
び
第
七

十
二
条
の
四
十
七
第
五
項 

別
記
第
五
十
六

号
様
式 

 
 

七 

法
人
県
民
税
・
事
業
税
・

特
別
法
人
事
業
税
更
正
・
決

定
・
加
算
金
決
定
通
知
書 

法
第
五
十
五
条
第
四
項
□
第
七

十
二
条
の
四
十
二
□
第
七
十
二

条
の
四
十
六
第
六
項
及
び
第
七

十
二
条
の
四
十
七
第
五
項 

別
記
第
五
十
六

号
様
式 

 

 

八 

法
人
県
民
税
・
事
業
税
に

係
る
課
税
標
準
額
等
の
修

正
・
更
正
・
決
定
請
求
書 

法
第
五
十
八
条
第
四
項
並
び
に

第
七
十
二
条
の
四
十
八
の
二
第

二
項
及
び
第
六
項 

別
記
第
五
十
七

号
様
式 

 
 

八 

法
人
県
民
税
・
事
業
税
に

係
る
課
税
標
準
額
等
の
修

正
・
更
正
・
決
定
請
求
書 

法
第
五
十
八
条
第
四
項
並
び
に

第
七
十
二
条
の
四
十
八
の
二
第

二
項
及
び
第
六
項 

別
記
第
五
十
七

号
様
式 

 

 

九 

法
人
県
民
税
分
割
基
準
修

正
□
決
定
□
通
知
書 

法
第
五
十
八
条
第
六
項 

別
記
第
五
十
八

号
様
式 

 
 

九 

法
人
県
民
税
分
割
基
準
修

正
□
決
定
□
通
知
書 

法
第
五
十
八
条
第
六
項 

別
記
第
五
十
八

号
様
式 

 

 

十 

法
人
の
設
立
等
報
告
書 

条
例
第
二
十
二
条 

別
記
第
五
十
九

号
様
式 

 
 

十 

法
人
の
設
立
等
報
告
書 

条
例
第
二
十
二
条 

別
記
第
五
十
九

号
様
式 

 

 

十
一 

法
人
の
県
民
税
減
免
申

請
書 

条
例
第
二
十
三
条
第
二
項 

別
記
第
六
十
号

様
式 

 
 

十
一 

法
人
の
県
民
税
減
免
申

請
書 

条
例
第
二
十
三
条
第
二
項 

別
記
第
六
十
号

様
式 

 

 

十
二 

法
人
県
民
税
・
事
業
税

に
係
る
課
税
標
準
額
等
通
知

書 

法
第
六
十
三
条
第
三
項
及
び
第

七
十
二
条
の
四
十
八
の
二
第
十

二
項 

別
記
第
六
十
一

号
様
式 

 
 

十
二 

法
人
県
民
税
・
事
業
税

に
係
る
課
税
標
準
額
等
通
知
書 

法
第
六
十
三
条
第
三
項
及
び
第

七
十
二
条
の
四
十
八
の
二
第
十

二
項 

別
記
第
六
十
一

号
様
式 

 

 
 

□
利
子
等
に
係
る
県
民
税
に
係
る
書
類
の
様
式
□ 

□
利
子
等
に
係
る
県
民
税
に
係
る
書
類
の
様
式
□ 

第
二
十
条 

利
子
等
に
係
る
県
民
税
に
つ
い
て
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式

は
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

第
二
十
条 

利
子
等
に
係
る
県
民
税
に
つ
い
て
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式

は
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

 

書
類 

様
式
番
号 

 
 

書
類 

様
式
番
号 

 

 

書
類
の
種
類 

根
拠
条
項 

 
 

書
類
の
種
類 

根
拠
条
項 

 

 

一 

県
民
税
利
子
割
に
関
す
る

申
告
納
入
等
の
届
出
書 

条
例
第
二
十
七
条 

別
記
第
六
十
三

号
様
式 

 
 

一 

県
民
税
利
子
割
に
関
す
る

申
告
納
入
等
の
届
出
書 

条
例
第
二
十
七
条 

別
記
第
六
十
三

号
様
式 

 

 

二 

県
民
税
利
子
割
更
正
・
決

定
・
加
算
金
決
定
通
知
書 

法
第
七
十
一
条
の
十
一
第
四

項
□
第
七
十
一
条
の
十
四
第
七

項
及
び
第
七
十
一
条
の
十
五
第

五
項 

別
記
第
六
十
四

号
様
式 

 
 

二 
県
民
税
利
子
割
更
正
・
決

定
・
加
算
金
決
定
通
知
書 

法
第
七
十
一
条
の
十
一
第
四

項
□
第
七
十
一
条
の
十
四
第
六

項
及
び
第
七
十
一
条
の
十
五
第

五
項 

別
記
第
六
十
四

号
様
式 

 

 

三 

租
税
条
約
に
関
す
る
県
民

租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所

別
記
第
六
十
五

 
 

三 

租
税
条
約
に
関
す
る
県
民

租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所

別
記
第
六
十
五
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税
利
子
割
額
の
還
付
請
求
書 

得
税
法
□
法
人
税
法
及
び
地
方

税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
関
す
る
省
令
□
昭
和

四
十
四
年
大
蔵
省
・
自
治
省
令

第
一
号
□
第
十
三
条
の
二
第
三

項 

号
様
式 

税
利
子
割
額
の
還
付
請
求
書 

得
税
法
□
法
人
税
法
及
び
地
方

税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
関
す
る
省
令
□
昭
和

四
十
四
年
大
蔵
省
・
自
治
省
令

第
一
号
□
第
十
三
条
の
二
第
三

項 

号
様
式 

一
部
改
正
□
平
成
二
二
年
規
則
一
五
号
・
二
九
年
三
六
号
□ 

一
部
改
正
□
平
成
二
二
年
規
則
一
五
号
・
二
九
年
三
六
号
□ 

□
特
定
配
当
等
に
係
る
県
民
税
に
係
る
通
知
書
の
様
式
□ 

□
特
定
配
当
等
に
係
る
県
民
税
に
係
る
通
知
書
の
様
式
□ 

第
二
十
一
条 

特
定
配
当
等
に
係
る
県
民
税
に
つ
い
て
□
法
第
七
十
一
条
の
三
十
二
第
四

項
□
第
七
十
一
条
の
三
十
五
第
八
項
及
び
第
七
十
一
条
の
三
十
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
書
は
□
県
民
税
配
当
割
更
正
・
決
定
・
加
算
金
決
定
通
知
書
□
別
記
第
六
十
六
号
様

式
□
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

第
二
十
一
条 

特
定
配
当
等
に
係
る
県
民
税
に
つ
い
て
□
法
第
七
十
一
条
の
三
十
二
第
四

項
□
第
七
十
一
条
の
三
十
五
第
七
項
及
び
第
七
十
一
条
の
三
十
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
書
は
□
県
民
税
配
当
割
更
正
・
決
定
・
加
算
金
決
定
通
知
書
□
別
記
第
六
十
六
号
様

式
□
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

一
部
改
正
□
平
成
二
九
年
規
則
三
六
号
□ 

一
部
改
正
□
平
成
二
九
年
規
則
三
六
号
□ 

□
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
県
民
税
に
係
る
通
知
書
の
様
式
□ 

□
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
県
民
税
に
係
る
通
知
書
の
様
式
□ 

第
二
十
二
条 

特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
県
民
税
に
つ
い
て
□
法
第
七
十
一
条
の

五
十
二
第
四
項
□
第
七
十
一
条
の
五
十
五
第
八
項
及
び
第
七
十
一
条
の
五
十
六
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
通
知
書
は
□
県
民
税
株
式
等
譲
渡
所
得
割
更
正
・
決
定
・
加
算
金
決
定
通
知

書
□
別
記
第
六
十
七
号
様
式
□
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

第
二
十
二
条 

特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
県
民
税
に
つ
い
て
□
法
第
七
十
一
条
の

五
十
二
第
四
項
□
第
七
十
一
条
の
五
十
五
第
七
項
及
び
第
七
十
一
条
の
五
十
六
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
通
知
書
は
□
県
民
税
株
式
等
譲
渡
所
得
割
更
正
・
決
定
・
加
算
金
決
定
通
知

書
□
別
記
第
六
十
七
号
様
式
□
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

一
部
改
正
□
平
成
二
九
年
規
則
三
六
号
□ 

一
部
改
正
□
平
成
二
九
年
規
則
三
六
号
□ 

□
不
動
産
取
得
税
に
係
る
書
類
の
様
式
□ 

□
不
動
産
取
得
税
に
係
る
書
類
の
様
式
□ 

第
四
十
条 

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
□
そ
れ

ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

第
四
十
条 

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
□
そ
れ

ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

 

書
類 

様
式
番
号 

 
 

書
類 

様
式
番
号 

 

 

書
類
の
種
類 

根
拠
条
項 

 
 

書
類
の
種
類 

根
拠
条
項 

 

 

一 

不
動
産
取
得
税
に
係
る
附

帯
設
備
部
分
の
価
額
申
出
書

□
還
付
申
請
書
□ 

法
第
七
十
三
条
の
二
第
七
項
及

び
第
八
項 

別
記
第
七
十
九

号
様
式 

 
 

一 

不
動
産
取
得
税
に
係
る
附

帯
設
備
部
分
の
価
額
申
出
書

□
還
付
申
請
書
□ 

法
第
七
十
三
条
の
二
第
七
項
及

び
第
八
項 

別
記
第
七
十
九

号
様
式 

 

 

二 

不
動
産
取
得
税
申
告
□
申

請
□
書 

法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
第
一

項
□
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七

の
二
第
三
項
□
第
七
十
三
条
の

二
十
七
の
三
第
三
項
□
第
七
十

三
条
の
二
十
七
の
六
第
三
項
並

び
に
附
則
第
十
一
条
の
四
第
三

項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
準
用

別
記
第
八
十
号

様
式 

 
 

二 

不
動
産
取
得
税
申
告
□
申

請
□
書 

法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
第
一

項
□
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七

の
二
第
三
項
□
第
七
十
三
条
の

二
十
七
の
三
第
三
項
□
第
七
十

三
条
の
二
十
七
の
六
第
三
項
並

び
に
附
則
第
十
一
条
の
四
第
二

項
□
第
五
項
及
び
第
七
項
に
お

別
記
第
八
十
号

様
式 
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す
る
場
合
を
含
む
□
□
□
第
七

十
三
条
の
二
十
七
の
四
第
四
項

□
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の

五
第
二
項
及
び
第
七
十
三
条
の

二
十
七
の
七
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
並

び
に
附
則
第
十
二
条
第
一
項
及

び
第
三
項
並
び
に
条
例
第
五
十

四
条
第
一
項
□
第
五
十
七
条
第

一
項
及
び
第
三
項
□
第
五
十
九

条
第
一
項
□
第
三
項
及
び
第
四

項
□
第
六
十
条
第
一
項
及
び
第

三
項
□
第
六
十
一
条
第
二
項
並

び
に
附
則
第
九
条
第
三
項 

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
□
□
□
第
七
十
三
条
の
二
十

七
の
四
第
四
項
□
法
第
七
十
三

条
の
二
十
七
の
五
第
二
項
及
び

第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
七
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
□
□
並
び
に
附
則
第
十

二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び

に
条
例
第
五
十
四
条
第
一
項
□

第
五
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三

項
□
第
五
十
九
条
第
一
項
□
第

三
項
及
び
第
四
項
□
第
六
十
条

第
一
項
及
び
第
三
項
□
第
六
十

一
条
第
二
項
並
び
に
附
則
第
九

条
第
二
項 

 

三 

不
動
産
取
得
税
納
税
通
知

書 

法
第
七
十
三
条
の
十
七
第
二
項 

別
記
第
八
十
一

号
様
式 

 
 

三 

不
動
産
取
得
税
納
税
通
知

書 

法
第
七
十
三
条
の
十
七
第
二
項 

別
記
第
八
十
一

号
様
式 

 

 

四 

不
動
産
価
格
決
定
通
知
書 

法
第
七
十
三
条
の
二
十
一
第
三

項 

別
記
第
八
十
三

号
様
式 

 
 

四 

不
動
産
価
格
決
定
通
知
書 

法
第
七
十
三
条
の
二
十
一
第
三

項 

別
記
第
八
十
三

号
様
式 

 

 

五 

不
動
産
取
得
税
減
額
□
徴

収
猶
予
・
徴
収
猶
予
取
消
・

免
除
□
通
知
書 

法
第
七
十
三
条
の
二
十
四
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
□
第
七
十

三
条
の
二
十
七
の
二
第
一
項
□

第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
三
第

一
項
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の

四
第
二
項
及
び
第
四
項 

別
記
第
八
十
六

号
様
式 

 
 

五 

不
動
産
取
得
税
減
額
□
徴

収
猶
予
・
徴
収
猶
予
取
消
・

免
除
□
通
知
書 

法
第
七
十
三
条
の
二
十
四
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
□
第
七
十

三
条
の
二
十
七
の
二
第
一
項
□

第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
三
第

一
項
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の

四
第
一
項
□
第
四
項
及
び
第
六

項 

別
記
第
八
十
六

号
様
式 

 

 
 
 

法
第
七
十
三
条
の
二
十
五
第
三

項
□
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七

の
二
第
三
項
□
第
七
十
三
条
の

二
十
七
の
三
第
三
項
□
第
七
十

三
条
の
二
十
七
の
四
第
三
項

□
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の

五
第
二
項
及
び
第
七
十
三
条
の

二
十
七
の
七
第
二
項
に
お
い
て

 
 

 
 

 
 

法
第
七
十
三
条
の
二
十
五
第
三

項
□
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七

の
二
第
三
項
□
第
七
十
三
条
の

二
十
七
の
三
第
三
項
□
第
七
十

三
条
の
二
十
七
の
四
第
三
項

□
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の

五
第
二
項
及
び
第
七
十
三
条
の

二
十
七
の
七
第
二
項
に
お
い
て
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準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
□

第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
六
第

三
項
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の

四
第
三
項
及
び
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五

条
の
二
の
二
第
一
項 

準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
□

第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
六
第

三
項
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の

四
第
二
項
□
第
五
項
及
び
第
七

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
□
□
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項 

 
 
 

法
第
七
十
三
条
の
二
十
六
第
二

項
□
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七

の
二
第
三
項
□
第
七
十
三
条
の

二
十
七
の
三
第
三
項
□
第
七
十

三
条
の
二
十
七
の
四
第
三
項

□
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の

五
第
二
項
及
び
第
七
十
三
条
の

二
十
七
の
七
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
□

第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
六
第

三
項
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の

四
第
三
項
及
び
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五

条
の
三
第
三
項 

 
 

 
 

 
 

法
第
七
十
三
条
の
二
十
六
第
二

項
□
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七

の
二
第
三
項
□
第
七
十
三
条
の

二
十
七
の
三
第
三
項
□
第
七
十

三
条
の
二
十
七
の
四
第
三
項

□
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の

五
第
二
項
及
び
第
七
十
三
条
の

二
十
七
の
七
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
□

第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
六
第

三
項
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の

四
第
二
項
□
第
五
項
及
び
第
七

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
□
□
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
十
五
条
の
三
第
三
項 

 
 

 

 
 
 

法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
四

第
一
項
□
第
七
十
三
条
の
二
十

七
の
五
第
一
項
□
第
七
十
三
条

の
二
十
七
の
六
第
一
項
及
び
第

七
十
三
条
の
二
十
七
の
七
第
一

項 

 
 

 
 

 
 

法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
四

第
一
項
□
第
七
十
三
条
の
二
十

七
の
五
第
一
項
□
第
七
十
三
条

の
二
十
七
の
六
第
一
項
及
び
第

七
十
三
条
の
二
十
七
の
七
第
一

項 

 
 

 

 
 

第
四
節 

県
た
ば
こ
税 
第
四
節 

県
た
ば
こ
税 

□
県
た
ば
こ
税
に
係
る
書
類
の
様
式
□ 

□
県
た
ば
こ
税
に
係
る
書
類
の
様
式
□ 

第
四
十
一
条 

県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
□
そ
れ

ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

第
四
十
一
条 
県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
□
そ
れ

ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

 

書
類 

様
式
番
号 

 
 

書
類 

様
式
番
号 
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書
類
の
種
類 

根
拠
条
項 

 
 

書
類
の
種
類 

根
拠
条
項 

 

 
一 

県
た
ば
こ
税
納
期
限
延
長

申
請
書 

法
第
七
十
四
条
の
十
一
第
一
項 

別
記
第
八
十
八

号
様
式 

 
 

一 

県
た
ば
こ
税
納
期
限
延
長

申
請
書 

法
第
七
十
四
条
の
十
一
第
一
項 

別
記
第
八
十
八

号
様
式 

 

 

二 
県
た
ば
こ
税
納
期
限
延
長

□
延
長
申
請
棄
却
□
通
知
書 

法
第
七
十
四
条
の
十
一
第
一
項 

別
記
第
八
十
九

号
様
式 

 
 

二 

県
た
ば
こ
税
納
期
限
延
長

□
延
長
申
請
棄
却
□
通
知
書 

法
第
七
十
四
条
の
十
一
第
一
項 

別
記
第
八
十
九

号
様
式 

 

 

三 

県
た
ば
こ
税
納
税
通
知
書 

法
第
七
十
四
条
の
十
三
第
二
項 

別
記
第
九
十
号

様
式 

 
 

三 

県
た
ば
こ
税
納
税
通
知
書 

法
第
七
十
四
条
の
十
三
第
二
項 

別
記
第
九
十
号

様
式 

 

 

四 

県
た
ば
こ
税
更
正
・
決

定
・
加
算
金
決
定
通
知
書 

法
第
七
十
四
条
の
二
十
第
四

項
□
第
七
十
四
条
の
二
十
三
第

七
項
及
び
第
七
十
四
条
の
二
十

四
第
五
項 

別
記
第
九
十
一

号
様
式 

 
 

四 

県
た
ば
こ
税
更
正
・
決

定
・
加
算
金
決
定
通
知
書 

法
第
七
十
四
条
の
二
十
第
四

項
□
第
七
十
四
条
の
二
十
三
第

六
項
及
び
第
七
十
四
条
の
二
十

四
第
五
項 

別
記
第
九
十
一

号
様
式 

 

一
部
改
正
□
平
成
二
九
年
規
則
三
六
号
□ 

一
部
改
正
□
平
成
二
九
年
規
則
三
六
号
□ 

□
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
係
る
書
類
の
様
式
□ 

□
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
係
る
書
類
の
様
式
□ 

第
四
十
九
条 

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
つ
い
て
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
□

そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

第
四
十
九
条 

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
つ
い
て
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
□

そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

 

書
類 

様
式
番
号 

 
 

書
類 

様
式
番
号 

 

 

書
類
の
種
類 

根
拠
条
項 

 
 

書
類
の
種
類 

根
拠
条
項 

 

 

一 

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
等
級
決

定
通
知
書 

第
四
十
二
条 

別
記
第
九
十
二

号
様
式 

 
 

一 

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
等
級
決

定
通
知
書 

第
四
十
二
条 

別
記
第
九
十
二

号
様
式 

 

 

二 

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
軽
減

税
率
適
用
ゴ
ル
フ
場
認
定
申

請
書 

第
四
十
三
条
第
一
項 
別
記
第
九
十
三

号
様
式 

 
 

二 

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
軽
減

税
率
適
用
ゴ
ル
フ
場
認
定
申

請
書 

第
四
十
三
条
第
一
項 

別
記
第
九
十
三

号
様
式 

 

 

三 

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
軽
減

税
率
適
用
ゴ
ル
フ
場
認
定

□
認
定
申
請
棄
却
・
認
定
取

消
□
通
知
書 

第
四
十
三
条
第
二
項
及
び
第
四

項 

別
記
第
九
十
四

号
様
式 

 
 

三 

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
軽
減

税
率
適
用
ゴ
ル
フ
場
認
定

□
認
定
申
請
棄
却
・
認
定
取

消
□
通
知
書 

第
四
十
三
条
第
二
項
及
び
第
四

項 

別
記
第
九
十
四

号
様
式 

 

 

四 

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
軽
減

税
率
適
用
ゴ
ル
フ
場
に
該
当

し
な
く
な
□
た
こ
と
の
申
告

書 

第
四
十
三
条
第
三
項 

別
記
第
九
十
五

号
様
式 

 
 

四 

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
軽
減

税
率
適
用
ゴ
ル
フ
場
に
該
当

し
な
く
な
□
た
こ
と
の
申
告

書 

第
四
十
三
条
第
三
項 

別
記
第
九
十
五

号
様
式 

 

 

五 

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
特
別
徴

収
義
務
者
指
定
□
指
定
取

消
□
通
知
書 

条
例
第
六
十
八
条
第
二
項
及
び

第
三
項 

別
記
第
九
十
六

号
様
式 

 
 

五 

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
特
別
徴

収
義
務
者
指
定
□
指
定
取

消
□
通
知
書 

条
例
第
六
十
八
条
第
二
項
及
び

第
三
項 

別
記
第
九
十
六

号
様
式 

 

 

六 

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
納
入
申

法
第
八
十
三
条
第
二
項 

別
記
第
九
十
七

 
 

六 

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
納
入
申

法
第
八
十
三
条
第
二
項 

別
記
第
九
十
七
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告
書 

号
様
式 

告
書 

号
様
式 

 
七 

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
特
別
徴

収
義
務
者
登
録
□
登
録
変

更
□
申
請
書 

条
例
第
七
十
一
条
第
一
項
及
び

第
二
項 

別
記
第
九
十
八

号
様
式 

 
 

七 

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
特
別
徴

収
義
務
者
登
録
□
登
録
変

更
□
申
請
書 

条
例
第
七
十
一
条
第
一
項
及
び

第
二
項 

別
記
第
九
十
八

号
様
式 

 

 

八 

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
特
別
徴

収
義
務
者
登
録
証 

条
例
第
七
十
一
条
第
三
項 

別
記
第
九
十
九

号
様
式 

 
 

八 

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
特
別
徴

収
義
務
者
登
録
証 

条
例
第
七
十
一
条
第
三
項 

別
記
第
九
十
九

号
様
式 

 

 

九 

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
更
正
・

決
定
・
加
算
金
決
定
通
知
書 

法
第
八
十
七
条
第
四
項
□
第
九

十
条
第
七
項
及
び
第
九
十
一
条

第
五
項 

別
記
第
百
号
様

式 

 
 

九 

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
更
正
・

決
定
・
加
算
金
決
定
通
知
書 

法
第
八
十
七
条
第
四
項
□
第
九

十
条
第
六
項
及
び
第
九
十
一
条

第
五
項 

別
記
第
百
号
様

式 

 

一
部
改
正
□
平
成
二
九
年
規
則
三
六
号
□ 

一
部
改
正
□
平
成
二
九
年
規
則
三
六
号
□ 

第
五
節
の
二 

削
除 

第
五
節
の
二 

削
除 

□
平
成
三
〇
年
規
則
七
三
号
□ 

□
平
成
三
〇
年
規
則
七
三
号
□ 

□
軽
油
引
取
税
に
係
る
書
類
の
様
式
□ 

□
軽
油
引
取
税
に
係
る
書
類
の
様
式
□ 

第
四
十
九
条
の
十
四 

軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式

は
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

第
四
十
九
条
の
十
四 

軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式

は
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

 

書
類 

様
式
番
号 

 
 

書
類 

様
式
番
号 

 

 

書
類
の
種
類 

根
拠
条
項 

 
 

書
類
の
種
類 

根
拠
条
項 

 

 

一 

軽
油
引
取
税
仮
特
約
業
者

指
定
□
指
定
申
請
棄
却
・
指

定
取
消
□
通
知
書 

法
第
百
四
十
四
条
の
八
第
一
項

及
び
第
三
項 

別
記
第
百
号
様

式
の
十
七 

 
 

一 

軽
油
引
取
税
仮
特
約
業
者

指
定
□
指
定
申
請
棄
却
・
指

定
取
消
□
通
知
書 

法
第
百
四
十
四
条
の
八
第
一
項

及
び
第
三
項 

別
記
第
百
号
様

式
の
十
七 

 

 

二 

軽
油
引
取
税
特
約
業
者
指

定
□
指
定
申
請
棄
却
・
指
定

取
消
□
通
知
書 

法
第
百
四
十
四
条
の
九
第
一

項
□
第
三
項
□
第
五
項
及
び
第

六
項 

別
記
第
百
号
様

式
の
十
八 

 
 

二 

軽
油
引
取
税
特
約
業
者
指

定
□
指
定
申
請
棄
却
・
指
定

取
消
□
通
知
書 

法
第
百
四
十
四
条
の
九
第
一

項
□
第
三
項
□
第
五
項
及
び
第

六
項 

別
記
第
百
号
様

式
の
十
八 

 

 

三 

軽
油
引
取
税
特
別
徴
収
義

務
者
登
録
□
登
録
変
更
・
登

録
消
除
□
申
請
書 

条
例
第
七
十
二
条
の
十
一
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で 

別
記
第
百
号
様

式
の
十
九 

 
 

三 

軽
油
引
取
税
特
別
徴
収
義

務
者
登
録
□
登
録
変
更
・
登

録
消
除
□
申
請
書 

条
例
第
七
十
二
条
の
十
一
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で 

別
記
第
百
号
様

式
の
十
九 

 

 

四 

軽
油
引
取
税
特
別
徴
収
義

務
者
登
録
□
登
録
消
除
□
通

知
書 

法
第
百
四
十
四
条
の
十
五
第
二

項
及
び
第
三
項 

別
記
第
百
号
様

式
の
二
十 

 
 

四 

軽
油
引
取
税
特
別
徴
収
義

務
者
登
録
□
登
録
消
除
□
通

知
書 

法
第
百
四
十
四
条
の
十
五
第
二

項
及
び
第
三
項 

別
記
第
百
号
様

式
の
二
十 

 

 

五 

軽
油
引
取
税
保
全
担
保
提

供
命
令
書 

法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
第
一

項 

別
記
第
百
号
様

式
の
二
十
一 

 
 

五 
軽
油
引
取
税
保
全
担
保
提

供
命
令
書 

法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
第
一

項 

別
記
第
百
号
様

式
の
二
十
一 

 

 

六 

軽
油
引
取
税
納
税
保
証
書 

政
令
第
四
十
三
条
の
十
四
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
第

六
条
の
十
第
四
項 

別
記
第
百
号
様

式
の
二
十
二 

 
 

六 

軽
油
引
取
税
納
税
保
証
書 

政
令
第
四
十
三
条
の
十
四
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
第

六
条
の
十
第
四
項 

別
記
第
百
号
様

式
の
二
十
二 

 

7



 

七 

免
税
軽
油
使
用
者
証
及
び

免
税
証
返
納
命
令
書 

法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
一
第

四
項 

別
記
第
百
号
様

式
の
二
十
三 

 
 

七 

免
税
軽
油
使
用
者
証
及
び

免
税
証
返
納
命
令
書 

法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
一
第

四
項 

別
記
第
百
号
様

式
の
二
十
三 

 

 
八 
免
税
軽
油
使
用
者
証
書
換

申
請
書 

政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
五

項 

別
記
第
百
号
様

式
の
二
十
四 

 
 

八 

免
税
軽
油
使
用
者
証
書
換

申
請
書 

政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
五

項 

別
記
第
百
号
様

式
の
二
十
四 

 

 

九 

免
税
軽
油
使
用
者
証
返
納

書 

政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
六

項 

別
記
第
百
号
様

式
の
二
十
五 

 
 

九 

免
税
軽
油
使
用
者
証
返
納

書 

政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
六

項 

別
記
第
百
号
様

式
の
二
十
五 

 

 

十 

免
税
証
返
納
書 

政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
十

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
六
項 

別
記
第
百
号
様

式
の
二
十
六 

 
 

十 

免
税
証
返
納
書 

政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
十

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
六
項 

別
記
第
百
号
様

式
の
二
十
六 

 

 

十
一 

軽
油
引
取
税
納
税
通
知

書 
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
二
第

四
項
□
法
第
百
四
十
四
条
の
二

十
五
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
□
□ 

別
記
第
百
号
様

式
の
二
十
七 

 
 

十
一 

軽
油
引
取
税
納
税
通
知

書 

法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
二
第

四
項
□
法
第
百
四
十
四
条
の
二

十
五
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
□
□ 

別
記
第
百
号
様

式
の
二
十
七 

 

 

十
二 

軽
油
引
取
税
徴
収
猶
予

申
請
書 

法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
九
第

一
項 

別
記
第
百
号
様

式
の
二
十
八 

 
 

十
二 

軽
油
引
取
税
徴
収
猶
予

申
請
書 

法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
九
第

一
項 

別
記
第
百
号
様

式
の
二
十
八 

 

 

十
三 

軽
油
引
取
税
納
入
義
務

免
除
□
申
請
棄
却
・
還
付
申

請
棄
却
□
通
知
書 

法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
第
一

項 

別
記
第
百
号
様

式
の
二
十
九 

 
 

十
三 

軽
油
引
取
税
納
入
義
務

免
除
□
申
請
棄
却
・
還
付
申

請
棄
却
□
通
知
書 

法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
第
一

項 

別
記
第
百
号
様

式
の
二
十
九 

 

 

十
四 

軽
油
引
取
税
納
入
免
除

申
請
書 

法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
一
第

四
項
及
び
第
五
項 

別
記
第
百
号
様

式
の
三
十 

 
 

十
四 

軽
油
引
取
税
納
入
免
除

申
請
書 

法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
一
第

四
項
及
び
第
五
項 

別
記
第
百
号
様

式
の
三
十 

 

 

十
五 

軽
油
引
取
税
納
入
免
除

通
知
書 

法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
一
第

四
項
及
び
第
五
項 

別
記
第
百
号
様

式
の
三
十
一 

 
 

十
五 

軽
油
引
取
税
納
入
免
除

通
知
書 

法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
一
第

四
項
及
び
第
五
項 

別
記
第
百
号
様

式
の
三
十
一 

 

 

十
六 

課
税
軽
油
を
免
税
用
途

に
供
し
た
こ
と
の
承
認
申
請

書 

法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
一
第

四
項
及
び
第
五
項 

別
記
第
百
号
様

式
の
三
十
二 

 
 

十
六 

課
税
軽
油
を
免
税
用
途

に
供
し
た
こ
と
の
承
認
申
請

書 

法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
一
第

四
項
及
び
第
五
項 

別
記
第
百
号
様

式
の
三
十
二 

 

 

十
七 

課
税
軽
油
を
免
税
用
途

に
供
し
た
こ
と
の
承
認
□
不

承
認
□
通
知
書 

法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
一
第

四
項
及
び
第
五
項 

別
記
第
百
号
様

式
の
三
十
三 

 
 

十
七 

課
税
軽
油
を
免
税
用
途

に
供
し
た
こ
と
の
承
認
□
不

承
認
□
通
知
書 

法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
一
第

四
項
及
び
第
五
項 

別
記
第
百
号
様

式
の
三
十
三 

 

 

十
八 

自
動
車
用
炭
化
水
素
油

譲
渡
証
等
用
紙
交
付
申
請

□
返
納
□
書 

総
務
省
令
第
八
条
の
四
十
三
第

一
項
及
び
第
五
項 

別
記
第
百
号
様

式
の
三
十
四 

 
 

十
八 

自
動
車
用
炭
化
水
素
油

譲
渡
証
等
用
紙
交
付
申
請

□
返
納
□
書 

総
務
省
令
第
八
条
の
四
十
三
第

一
項
及
び
第
五
項 

別
記
第
百
号
様

式
の
三
十
四 

 

 

十
九 

軽
油
引
取
税
更
正
・
決

定
・
加
算
金
決
定
通
知
書 

法
第
百
四
十
四
条
の
四
十
四
第

四
項
□
第
百
四
十
四
条
の
四
十

七
第
七
項
及
び
第
百
四
十
四
条

別
記
第
百
号
様

式
の
三
十
五 

 
 

十
九 

軽
油
引
取
税
更
正
・
決

定
・
加
算
金
決
定
通
知
書 

法
第
百
四
十
四
条
の
四
十
四
第

四
項
□
第
百
四
十
四
条
の
四
十

七
第
六
項
及
び
第
百
四
十
四
条

別
記
第
百
号
様

式
の
三
十
五 
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の
四
十
八
第
五
項 

の
四
十
八
第
五
項 

追
加
□
平
成
二
一
年
規
則
一
六
号
□
□
一
部
改
正
□
平
成
二
九
年
規
則
三
六

号
□ 

追
加
□
平
成
二
一
年
規
則
一
六
号
□
□
一
部
改
正
□
平
成
二
九
年
規
則
三
六

号
□ 

□
自
動
車
税
に
係
る
書
類
の
様
式
□ 

□
自
動
車
税
に
係
る
書
類
の
様
式
□ 

第
六
十
七
条 
自
動
車
税
に
つ
い
て
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
□
そ
れ
ぞ

れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

第
六
十
七
条 

自
動
車
税
に
つ
い
て
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
□
そ
れ
ぞ

れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

 

書
類 

様
式
番
号 

 
 

書
類 

様
式
番
号 

 

 

書
類
の
種
類 

根
拠
条
項 

 
 

書
類
の
種
類 

根
拠
条
項 

 

 

一 

自
動
車
税
課
税
免
除
等
届

出
書 

条
例
第
七
十
四
条
第
三
項
及
び

第
四
項 

別
記
第
百
一
号

様
式 

 
 

一 

自
動
車
税
課
税
免
除
等
届

出
書 

条
例
第
七
十
四
条
第
三
項
及
び

第
四
項 

別
記
第
百
一
号

様
式 

 

 

二 

自
動
車
税
□
環
境
性
能

割
□
修
正
申
告
書 

法
第
百
六
十
一
条
第
二
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
二 

 
 

二 

自
動
車
税
□
環
境
性
能

割
□
修
正
申
告
書 

法
第
百
六
十
一
条
第
二
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
二 

 

 

三 

証
紙
代
金
収
納
計
器
の
収

納
印
の
印
影 

第
五
十
二
条
第
二
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
三 

 
 

三 

証
紙
代
金
収
納
計
器
の
収

納
印
の
印
影 

第
五
十
二
条
第
二
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
三 

 

 

四 

始
動
票
札 

第
五
十
二
条
第
三
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
四 

 
 

四 

始
動
票
札 

第
五
十
二
条
第
三
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
四 

 

 

五 

自
動
車
税
証
紙
等
取
扱
人

指
定
□
取
扱
所
設
置
・
取
扱

所
変
更
□
申
請
書 

第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二

項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
五 

 
 

五 

自
動
車
税
証
紙
等
取
扱
人

指
定
□
取
扱
所
設
置
・
取
扱

所
変
更
□
申
請
書 

第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二

項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
五 

 

 

六 

自
動
車
税
証
紙
等
取
扱
人

指
定
事
項
変
更
等
届
出
書 

第
五
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五

項 
別
記
第
百
一
号

様
式
の
六 

 
 

六 

自
動
車
税
証
紙
等
取
扱
人

指
定
事
項
変
更
等
届
出
書 

第
五
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五

項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
六 

 

 

七 

自
動
車
税
証
紙
・
始
動
票

札
購
入
申
請
書 

第
五
十
四
条
第
一
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
七 

 
 

七 

自
動
車
税
証
紙
・
始
動
票

札
購
入
申
請
書 

第
五
十
四
条
第
一
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
七 

 

 

八 

証
紙
代
金
収
納
計
器
使
用

状
況
報
告
書 

第
五
十
四
条
第
七
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
八 

 
 

八 

証
紙
代
金
収
納
計
器
使
用

状
況
報
告
書 

第
五
十
四
条
第
七
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
八 

 

 

九 

自
動
車
税
証
紙
・
始
動
票

札
返
還
□
交
換
□
申
請
書 

第
五
十
五
条
第
三
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
九 

 
 

九 

自
動
車
税
証
紙
・
始
動
票

札
返
還
□
交
換
□
申
請
書 

第
五
十
五
条
第
三
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
九 

 

 

十 

自
動
車
税
□
環
境
性
能

割
□
免
除
通
知
書 

法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
及
び

第
百
六
十
五
条
第
一
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十 

 
 

十 

自
動
車
税
□
環
境
性
能

割
□
免
除
通
知
書 

法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
及
び

第
百
六
十
五
条
第
一
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十 

 

 

十
一 

自
動
車
税
□
環
境
性
能

割
□
譲
渡
担
保
財
産
取
得
申

告
書 

法
第
百
六
十
四
条
第
二
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
一 

 
 

十
一 
自
動
車
税
□
環
境
性
能

割
□
譲
渡
担
保
財
産
取
得
申

告
書 

法
第
百
六
十
四
条
第
二
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
一 

 

 

十
二 

自
動
車
税
□
環
境
性
能

法
第
百
六
十
四
条
第
五
項
に
お

別
記
第
百
一
号

 
 

十
二 

自
動
車
税
□
環
境
性
能

法
第
百
六
十
四
条
第
五
項
に
お

別
記
第
百
一
号
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割
□
徴
収
猶
予
□
徴
収
猶
予

取
消
□
通
知
書 

い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の

二
の
二
第
一
項
及
び
第
十
五
条

の
三
第
三
項 

様
式
の
十
二 

割
□
徴
収
猶
予
□
徴
収
猶
予

取
消
□
通
知
書 

い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の

二
の
二
第
一
項
及
び
第
十
五
条

の
三
第
三
項 

様
式
の
十
二 

 

十
三 
自
動
車
税
□
環
境
性
能

割
□
還
付
□
免
除
□
申
請
書 

法
第
百
六
十
四
条
第
六
項
及
び

第
百
六
十
五
条
第
二
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
三 

 
 

十
三 

自
動
車
税
□
環
境
性
能

割
□
還
付
□
免
除
□
申
請
書 

法
第
百
六
十
四
条
第
六
項
及
び

第
百
六
十
五
条
第
二
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
三 

 

 

十
四 

自
動
車
税
□
環
境
性
能

割
・
種
別
割
□
減
免
□
減
免

申
請
棄
却
□
通
知
書 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項

及
び
第
二
項
□
第
七
十
九
条
第

一
項
□
第
八
十
条
第
一
項
□
第

八
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
八

十
二
条
第
一
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
四 

 
 

十
四 

自
動
車
税
□
環
境
性
能

割
・
種
別
割
□
減
免
□
減
免

申
請
棄
却
□
通
知
書 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項

及
び
第
二
項
□
第
七
十
九
条
第

一
項
□
第
八
十
条
第
一
項
□
第

八
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
八

十
二
条
第
一
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
四 

 

 

十
五 

自
動
車
税
□
環
境
性
能

割
・
種
別
割
□
減
免
申
請
書 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
五
項

及
び
第
八
十
条
第
五
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
五 

 
 

十
五 

自
動
車
税
□
環
境
性
能

割
・
種
別
割
□
減
免
申
請
書 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
五
項

及
び
第
八
十
条
第
五
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
五 

 

 

十
六 

自
動
車
税
□
環
境
性
能

割
□
更
正
・
決
定
・
加
算
金

決
定
通
知
書 

法
第
百
六
十
八
条
第
四
項
□
第

百
七
十
一
条
第
七
項
及
び
第
百

七
十
二
条
第
五
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
六 

 
 

十
六 

自
動
車
税
□
環
境
性
能

割
□
更
正
・
決
定
・
加
算
金

決
定
通
知
書 

法
第
百
六
十
八
条
第
四
項
□
第

百
七
十
一
条
第
六
項
及
び
第
百

七
十
二
条
第
五
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
六 

 

 

十
七 

自
動
車
税
□
種
別
割
□

納
税
通
知
書 

法
第
百
七
十
七
条
の
十
一
第
二

項 

別
記
第
百
二
号

様
式 

 
 

十
七 

自
動
車
税
□
種
別
割
□

納
税
通
知
書 

法
第
百
七
十
七
条
の
十
一
第
二

項 

別
記
第
百
二
号

様
式 

 

 

十
八 

所
有
権
留
保
付
自
動
車

の
買
主
の
住
所
等
報
告
請
求

書 

法
第
百
七
十
七
条
の
十
三
第
二

項 

別
記
第
百
十
号

様
式 

 
 

十
八 

所
有
権
留
保
付
自
動
車

の
買
主
の
住
所
等
報
告
請
求

書 

法
第
百
七
十
七
条
の
十
三
第
二

項 

別
記
第
百
十
号

様
式 

 

 

十
九 

所
有
権
留
保
付
自
動
車

の
買
主
の
住
所
等
報
告
書 

法
第
百
七
十
七
条
の
十
三
第
二

項 

別
記
第
百
十
一

号
様
式 

 
 

十
九 

所
有
権
留
保
付
自
動
車

の
買
主
の
住
所
等
報
告
書 

法
第
百
七
十
七
条
の
十
三
第
二

項 

別
記
第
百
十
一

号
様
式 

 

 

二
十 

自
動
車
税
□
種
別
割
□

減
免
申
請
書 

条
例
第
七
十
九
条
第
二
項
□
第

八
十
条
第
五
項
□
第
八
十
一
条

第
二
項
及
び
第
八
十
二
条
第
二

項 

別
記
第
百
十
三

号
様
式 

 
 

二
十 

自
動
車
税
□
種
別
割
□

減
免
申
請
書 

条
例
第
七
十
九
条
第
二
項
□
第

八
十
条
第
五
項
□
第
八
十
一
条

第
二
項
及
び
第
八
十
二
条
第
二

項 

別
記
第
百
十
三

号
様
式 

 

 

二
十
一 

自
動
車
税
□
種
別

割
□
の
減
免
に
該
当
し
な
く

な
□
た
こ
と
の
申
告
書 

条
例
第
八
十
条
第
九
項 

別
記
第
百
十
四

号
様
式 

 
 

二
十
一 

自
動
車
税
□
種
別

割
□
の
減
免
に
該
当
し
な
く

な
□
た
こ
と
の
申
告
書 

条
例
第
八
十
条
第
九
項 

別
記
第
百
十
四

号
様
式 

 

一
部
改
正
□
平
成
二
一
年
規
則
一
六
号
・
二
五
年
一
号
・
三
〇
年
七
三
号
・
令

和
四
年
九
〇
号
□ 

一
部
改
正
□
平
成
二
一
年
規
則
一
六
号
・
二
五
年
一
号
・
三
〇
年
七
三
号
・
令

和
四
年
九
〇
号
□ 
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